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空港振興事業委託業務プロポーザル仕様書

１ 目的

高知龍馬空港を発着する航空路線の利用促進及び空港業務に従事する人材の確保を図る。

２ 実施方法

公募型プロポーザル方式による随意契約

３ 委託期間

委託契約締結日から令和９年２月 12 日まで

４ 見積上限額

１３，８２０千円（消費税額及び地方消費税額を含む。）

国内線の利用促進事業の上限額は、５，４２０千円、高知龍馬空港人材確保事業の上限額は８，

４００千円とする。

５ 委託業務の内容

（１）国内線の利用促進事業（乗継利用促進キャンペーンの実施）

高知龍馬空港における新たな航空需要の創出を図るため、以下に掲げる条件に基づき、

航空路線の乗継利用促進キャンペーンを実施すること。

ア 実施期間

キャンペーンは、令和８年６月～令和９年１月までの期間において実施するものと

し、具体的な実施時期は自由提案とする。

イ 対象者

高知龍馬空港を発着する国内定期路線を同空港を起点として乗継利用した者とする。

このほかの要件の追加については自由提案とする。

ウ 景品

上記イの要件を満たす対象者に対して景品（インセンティブ）を発送する。景品の

内容及び発送方法は自由提案とする。ただし、景品の金額は片道１人あたり５千円以

内、総額で３，０００千円以内とする。

エ 広報

高知市中心商店街において、バナー広告などを活用したＰＲを実施すること。その

他の広報は媒体、時期、内容等について自由提案とする。

オ その他

・ デザイン費、広告掲出に係る諸費用は受託者の負担とする。

・ キャンペーンの進捗管理のため、適宜申請実績を報告すること。

・ 業務完了時に事業実績報告書を作成し、実施内容、キャンペーン実績の集計結果

を記載すること。
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（２） 高知龍馬空港人材確保事業

ア 合同企業説明会及び職場見学会の実施

次に掲げる条件に基づき、令和９年３月又は令和 10 年 3月以降に卒業見込みの学生、

一般の就職・転職希望者を対象として、高知龍馬空港で業務を行う関係企業の合同企業

説明会及び職場見学会（以下、「合同企業説明会等」という）を開催する。

ａ 実施回数

グランドハンドリング事業者を対象とするものと、その他の事業者を対象とする

ものに分けて、対面形式によりそれぞれ２回以上実施すること。

ｂ 実施時期（予定）

１回目：令和８年７月末まで

２回目：令和８年９月末まで

※各回とも、高校生・大学生・短大生・専修学生および一般求職者など、すべて

の求職者を対象とすること。

※詳細日程については、当協議会と協議のうえ決定すること。

ｃ 実施場所

高知龍馬空港

ｄ 対象企業

とさでん交通(株)※、(株)鈴与エアポートサービス※、ＡＬＳＯＫ高知(株)、

高知空港ビル(株)

※グランドハンドリング事業者

ｅ 実施内容

・ 合同企業説明会等の開催にあたり、事前に十分な広報活動を実施すること。

・ 参加者へのアンケートなどにより効果測定を実施すること。

・ 広報活動は、「イ 空港業務の魅力発信業務」とあわせて実施すること。内容は自

由提案とする。

・ 合同企業説明会等の開催にあたり、高知龍馬空港関連事業者など関係機関との調

整は受託者が行うこと。

・ 開催にあたっては関連事業者との十分な協議の上、若年層の就職意欲の向上に資

する内容について検討すること。

・ 進捗管理のため、申込状況等を適宜報告すること。

・ 業務完了時に事業実績報告書を作成し、実施内容、参加者実績及び効果測定の集

計結果を記載すること。

イ 空港業務の魅力発信業務

次に掲げる条件に基づき、県内外の学生や若年者、その保護者等に対し、高知龍馬空

港の対象企業の採用情報や業務内容、働きがい等を発信することで、企業認知度の向上

や就職希望者の拡大および人材不足の解消を図ること。
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a メディアを活用した空港業務の魅力発信

・ ホームページ、テレビ、ＳＮＳ等を活用し、空港関連業務の内容や空港で働

く魅力等が伝わり、空港関連企業の求人への応募意欲を高めるような企画を自

由提案により実施すること。

・ 特にＳＮＳについては、若年者に広く活用されている媒体を効果的に活用し、

就職充足率を高めるために定期的な情報発信を行うこと。

・ 作成する広報素材は、各事業者が今後独自に行う採用活動において二次利用

することを前提に制作すること。

・ 広報素材の収集に際し、高知龍馬空港関連事業者等関係機関との調整は受

託者が行うこと。

６ その他

（１） 業務を遂行するうえで、当協議会と受託者が共通認識を持ち、十分な協議を重ねながら

業務を行うものとする。

（２） 事業開始後に仕様書の内容に変更が発生する場合には、当協議会と受託者が協議のうえ、

予算の範囲内において、対応策を決定するものとする。

（３） 受託候補者選定後、契約に向けた交渉において、企画提案の内容をもとに、具体的な履

行条件や実施内容など、細部の調整を行うものとする。

（４） この仕様書に定めのないものについては、当協議会と受託者が協議のうえ決定するもの

とする。


